
 
 

青少年会館他２施設 電力供給（長期継続契約）仕様書 
 
 

１．概要 
（１）件名        青少年会館他２施設 電力供給（長期継続契約） 
 
（２）需要場所      横須賀市立青少年会館     （横須賀市深田台３７） 
             横須賀市立坂本青少年の家 （横須賀市坂本町１－１９） 
             横須賀市立大津青少年の家 （横須賀市大津町５－４－２） 

 
（３）業種及び用途    官公署 

 
（４）契約種別      業務用電力 
 
２．仕様 
（１）供給電気方式等 

ア 供給電気方式      交流３相３線式 
イ 供給電圧（標準電圧）  ６，６００Ｖ 
ウ 計量電圧（標準電圧）  ６，６００Ｖ 
エ 標準周波数       ５０Ｈｚ 
オ 受電方式        １回線受電 
カ 蓄熱式負荷設備の有無  無 

 
（２）契約電力、予定使用電力量等 

ア 予定契約電力      ４，１７６ｋＷ 
各施設の予定契約電力は別紙１のとおり。 
ただし、各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需

要電力のうち、いずれか大きい値とする。 
 

イ 予定使用電力量     ３４０，０００ｋＷｈ 
各施設の月別の予定使用電力量は別紙２のとおり。 

ウ 使用電力量実績等    各施設の使用電力量・契約電力・最大需要電力の実績は別紙２のとおり。 
 
（３）契約期間 

契約締結の日から令和６年７月３１日までとする。なお、電力供給期間は次のとおり 
令和４年８月１日０：００から令和６年７月３１日２４：００までとする。 
 

（４）電力量等の計量 



ア 自動検針装置      有 
イ 電力会社の検針方法   遠隔自動検針 
ウ 電力量計構成      電力需給用複合計器（通信端末装置付き） 
 

（５）需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点 
  別紙１のとおり 
 
（６）電気料金の算定方法 

ア 電気料金は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間の契約電力、使用電力等により算定す 
るものとする。なお、電力供給開始時及び終了時はこれによらず、実際の期間で算定すること。 

イ 電気料金は基本料金、電力量料金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特 
別措置法に基づく賦課金（以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。）を合算した額とす 
る。 

（ア）基本料金 
基本料金単価、契約電力及び力率から以下に従い算出する。 
・基本料金＝基本料金単価×契約電力×(１．８５－力率／１００) 

（イ）電力量料金 
電力量料金単価、使用電力量から以下に従い算出する。 
・電力量料金＝「夏季」または「その他季」電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整額 
＊夏季電力量料金 
７月１日から９月３０日までの１月における使用電力量１ｋＷｈ当たりの単価（１銭単位） 
＊その他季電力量料金 
夏季以外の月の１月における使用電力量１ｋＷｈ当たりの単価（１銭単位） 
＊燃料費調整額 
関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）の燃料 
費調整単価から以下に従い算出する。 
・燃料費調整額＝使用電力量×(±燃料費調整単価) 

（ウ）再生可能エネルギー発電促進賦課金 
関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）による。 
※令和４年５月～令和５年４月分については３．４５円/ｋＷｈ 

ウ 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 
（ア）契約電力及び最大需要電力の単位は１ｋＷとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 
（イ）使用電力量の単位は１ｋＷｈとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 
（ウ）力率の単位は１％とし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 
（エ）料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。 
（オ）消費税額（地方消費税額を含む）の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。 
 

（７）電気料金の請求 
ア 料金の請求は月毎に行い、請求額は施設毎に２－（６）に基づき各種の調整加減算を行った後、 
税込み金額を算出する。 



イ 請求書は施設毎に紙で発行し、青少年会館宛に郵送する。なお施設毎の内訳（電力種別、最大需要

電力、契約電力、使用電力量、単価、料金、力率等）を記載すること。 
 
（８）使用廃止に伴う料金の精算等 

ア 需要場所の一部について、電力使用を廃止する場合は、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当す 
る者が定める標準供給条件（電気需給約款）により精算する。 

イ 契約の終了は精算した需要場所のみとし、他の需要場所については、この契約を変更することなく 
履行する。 

 
（９）消費税率が変更となった場合の請求金額 

ア 契約期間内に消費税法（昭和６３年１２月３０日法律第１０８号）並びに地方税法（昭和２５年７ 
月３１日法律２２６号）の改正による消費税率の変更があった場合における請求金額は、新たな消費 
税法による消費税率に基づき次の算定方法により算出する。 

   料金項目 算定方法 

ア 基本料金 基本料金単価×契約電力×(１．８５－力率／１００)×１ＸＸ／１１０ 

イ 電力量料金 

「夏季」または「その他季」電力量料金単価×使用電力量× 

１ＸＸ／１１０±燃料費調整額 

＊燃料費調整額＝使用電力量×(±燃料費調整単価) 

ウ 
再生可能エネルギー 

発電促進賦課金 
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量 

＊Ｘは改正後の消費税率（地方消費税率を含む） 
＊燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、２－（６）－イ－（イ）・（ウ）による。 
＊端数処理は、２－（６）－ウのとおり。 

イ 関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）の燃料調整 
費単価の算定方法について変更があった場合は、前項の算定方法によらない場合がある。 

 
（10）その他 

ア 力率の実績は別紙２のとおり。 
イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。 
ウ 契約期間中に電力に関係する工事の予定は別紙１のとおりで、電力の契約に影響するものはない。 
エ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び再生 

可能エネルギー発電促進賦課金については、関東管内の「旧一般電気事業者」に相当する者が定め 
る標準供給条件（電気需給約款）によるものとする。 

オ 入札金額の算定に当たっては、力率については１００％とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金は含まないものとする。 
カ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算 

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも 
って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 
であるかを問わず、別紙入札金額積算内訳書により算出した入札金額（税抜）を入札書に記載する 
こと。なお、契約の締結は単価契約により行う。 

キ 本入札は契約期間中の電力供給単価を競争により決定するものであるため、関東管内の「旧一般電 



気事業者」に相当する者が単価を改定した場合も、単価改定は行わない。 
ク 使用電力量等の検針後、検針結果（電力種別、最大需要電力、契約電力、使用電力量、単価、料金、 

力率等）を速やかに青少年会館に通知すること。 
ケ この仕様書にない事項は、横須賀市の指定する電力供給契約約款（以下、「電力供給契約約款」と 

いう。）の定めるところによるものとする。 
コ この仕様書及び電力供給契約約款に定めのない供給条件については、関東管内の「旧一般電気事業 

者」に相当する者が定める標準供給条件（電気需給約款）等により横須賀市と落札者で協議するも 
のとする。 
 

３．連絡先 
横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課放課後児童対策担当課 
青少年会館  電話：046-823-7630 



需要場所及び予定契約電力・契約期間予定使用電力量 【別紙１】

施設名称
需要場所
（いずれも横須賀市）

地区番号
予定契約電力合計

（kw）
（R1.4～R3.3平均）

契約期間予
定契約電力
合計（kw）

契約期間予
定使用電力
合計（kwh）

需給地点
（※）

非常用発電
設備容量

(kw)
予定工事等

青少年会館 横須賀市深田台37 12（計量日11） 96 2,304 204,800 ② 無 無

坂本青少年の家 横須賀市坂本町1－19 18（計量日17） 34 816 57,200 ① 無 無

大津青少年の家 横須賀市大津町5－4－2 18（計量日17） 44 1,056 78,000 ② 無 無

4,176 340,000

※需給地点の種別
①東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と横須賀市の地絡しゃ断装置(ＵＧＳ)の電源側接続点

 ②横須賀市の施設した第１号柱上の開閉器電源側と東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込み線との接続点

合計

1／2



使用電力量及び最大需要電力等実績 【別紙２】

令和元年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計
使用電力量
（kwh） 9,929 6,578 6,930 7,226 12,220 13,519 9,066 7,579 10,610 10,322 12,731 8,803 115,513
契約電力
（kw） 87 87 87 87 82 101 101 101 101 101 101 101 1,137
最大需要電力
（kw） 82 39 55 35 75 101 53 36 64 75 90 61 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －
使用電力量
（kwh） 2,394 1,852 2,122 2,323 4,425 4,056 2,303 1,931 2,659 2,774 3,433 2,212 32,484
契約電力
（kw） 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 29 29 438
最大需要電力
（kw） 16 13 15 14 28 26 17 10 17 18 29 25 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －
使用電力量
（kwh） 3,319 2,318 2,262 2,385 4,541 4,098 2,381 2,387 4,108 4,590 5,319 4,002 41,710
契約電力
（kw） 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 36 36 522
最大需要電力
（kw） 17 14 16 17 35 35 12 15 23 23 36 34 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －

使用電力量合計 15,642 10,748 11,314 11,934 21,186 21,673 13,750 11,897 17,377 17,686 21,483 15,017 189,707

令和２年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計
使用電力量
（kwh） 5,417 4,586 4,506 6,540 8,874 11,950 6,774 6,479 9,598 11,422 7,229 5,900 89,275
契約電力
（kw） 101 101 101 101 101 90 90 90 90 98 98 98 1,159
最大需要電力
（kw） 19 42 49 46 72 79 58 44 55 98 52 45 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －
使用電力量
（kwh） 1,656 1,312 1,299 2,121 3,155 3,625 1,923 1,753 2,444 2,164 1,800 1,568 24,820
契約電力
（kw） 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 38 38 366
最大需要電力
（kw） 9 6 16 21 23 25 16 9 16 16 38 8 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －
使用電力量
（kwh） 3,355 2,470 1,753 2,120 4,492 5,347 2,599 2,809 2,981 3,460 2,686 2,402 36,474
契約電力
（kw） 36 36 36 36 48 48 48 48 48 48 48 48 528
最大需要電力
（kw） 14 17 6 18 48 48 19 26 24 24 15 10 －

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 －

使用電力量合計 10,428 8,368 7,558 10,781 16,521 20,922 11,296 11,041 15,023 17,046 11,715 9,870 150,569

月別予定使用電力量（契約期間）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
契約期間合計

（年計×２) 夏季 その他季

青少年会館
使用電力量
（kwh） 7,700 5,600 5,700 6,900 10,500 12,700 7,900 7,000 10,100 10,900 10,000 7,400 204,800 60,200 144,600

坂本青少年の家
使用電力量
（kwh） 2,000 1,600 1,700 2,200 3,800 3,800 2,100 1,800 2,600 2,500 2,600 1,900 57,200 19,600 37,600

大津青少年の家
使用電力量
（kwh） 3,300 2,400 2,000 2,300 4,500 4,700 2,500 2,600 3,500 4,000 4,000 3,200 78,000 23,000 55,000

合計
使用電力量
（kwh） 13,000 9,600 9,400 11,400 18,800 21,200 12,500 11,400 16,200 17,400 16,600 12,500 340,000 102,800 237,200

坂本青少年の家

大津青少年の家

大津青少年の家

坂本青少年の家

青少年会館

青少年会館

2／2


